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１．募集要項の定義

この募集要項は、国土交通省東京航空局（以下、「当局」という。）が、百里飛行場において、航空貨物

取扱のため、貨物取扱施設及びその他附帯施設（以下、「貨物取扱施設等」という。）の設置、管理及び

運営を行う者（以下、「営業者」という。）を募集及び選定するにあたり、必要な事項を明記するもので

ある。

なお、別冊資料は、この募集要項と一体のものである。

２．事業概要

（１）事業内容

営業者は、航空貨物取扱施設等の設置、管理及び運営（以下、「本事業」という。）を行い、空港機能

の向上を図ることを目的とする。

（２）事業期間

事業の開始は平成２８年４月を予定しているが、具体的な期日については、国と調整を図り後日決

定する。

事業期間は、国が特段の意思表示をしなければ、本事業に係る国有財産の使用許可期間の

開始日から５年間を最長期間とする。

ただし、事業期間満了の前に、国有財産法（昭和23年法律第735号）第１８条の許可又は空港法（昭

和31年4月20日法律第80号）第１５条の指定の期限が更新されずに満了し、又は当該許可もしくは指定

が取り消された場合には、その満了日又は取消日をもって事業期間は終了するものとする。

（３）募集対象

本件募集対象地は、別冊１「百里飛行場の概要等」別図のとおりである。

設置する施設については「１２．事業に関する諸条件」を附する。

３．営業者選定スケジュール

募集要項の公表後、営業者の選定までのスケジュールは、以下のとおり予定している。

・現地見学会 ： 平成27年5月12日（火）

・募集要項に関する質問受付期間 ： 平成27年5月 7日（木）～5月15日（金）

・質問に対する回答の公表 ： 平成27年5月26日（火）

・応募書類受付期間 ： 平成27年6月 8日（月）～6月16日（火）

・応募者公表 ： 平成27年6月17日（水）

・営業者公表 ： 平成27年7月上旬

４．飛行場の概要等

別冊１「百里飛行場の概要等」を参照すること。

５．応募者の参加・資格要件等

（１）応募者の構成等

応募者は、次の参加要件及び資格要件の全てを満たす単独の法人又は複数の法人によって構成される

グループ（以下、「応募グループ」という。）とする。

なお、応募グループにあたっては、応募グループを構成する法人（以下、「構成法人」という。）の中か

ら代表となる法人（以下、「代表法人」という。）を定めるとともに、当該代表法人が本募集要項に定め
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る手続きを行うこととする。

（２）応募者の参加要件

1)応募者は、次の「①」から「⑩」の全ての要件を満たすこと。

2)応募グループにあっては、構成法人全てが参加要件を満たすこと。

3)地方公共団体にあたっては③、④の要件を満たすこと。

①会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立をしていない者又は申立をされて

いない者であること。

②民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立をしていない者

又は申立をされていない者であること。

③空港管理規則（昭和２７年運輸省令第44号、以下「空管則」という。）の規程に違反し、空管則に基

づく指示、命令等に従わなかった者で、違反状態が解消した日、又は指示、命令等の履行を終えた日か

ら２年を経過しない者でないこと。

④空管則第26条の規定により承認の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。

⑤法人等（法人又は団体をいう。）の役員等（法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、

団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴

力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77 号）第２条第２号に規定

する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。）ではないこと。

⑥役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をも

って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではないこと。

⑦役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは

積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者ではないこと。

⑧役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者ではな

いこと。

⑨役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者ではないこと。

⑩暴力団又は暴力団員及び⑥から⑨までに定める者の依頼を受けて公募に参加しようとする者でないこ

と。

（３） 応募者の資格要件

① 応募者は、次のア．又はイ．いずれかの要件を満たしていること。

ア．応募書類提出時点で、貨物取扱施設の運営を行っていること。

イ．応募書類提出時点で、不特定多数の者が利用する公共施設等又は公共交通機関の旅客施設の運営を

行っていること。

② 構成法人については、以下要件を満たすこと。

ア．構成法人の全てが参加要件を満たすこと。

イ．構成法人のうち１法人以上が①の要件を満たすこと。

③ 応募者の提案内容は、１２．事業に関する諸条件を満たしていること。

（４）応募者の失格

応募者が、次のいずれかに該当する場合は失格とする。
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なお、応募グループにあたっては、構成法人のいずれかが該当する場合、失格とする。

① 参加要件、資格要件を満たしていない場合

② 応募書類に虚偽の記載又は不備があった場合

③ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合

④ 応募書類提出後から営業者の選定までの間に応募者の参加・資格要件を満たさなくなった場合

⑤ 応募期間において、単独又は構成法人が、他の単独又は構成法人として応募した場合

６．現地見学会

下記の日程にて現地見学会を行う予定である。

現地見学会への参加を希望する者（１法人につき４名を限度とする｡）は、現地見学会参加申込書（様

式第１号）に必要事項を記入の上、平成27年5月1日（金）17時までにＦＡＸで申し込むものとする。（必

ず受信の確認を行うこと）見学会は当局が別途指示した時間において実施する。

ただし、応募者多数により当局が数日に分けて現地見学会の実施が必要と判断した場合は、当局が別途

指示する日時にて実施する場合がある。

（現地見学会の日時及び集合場所）

・日 時：平成27年5月12日（火）

・集合場所：茨城県小美玉市与沢1601-21

東京航空局 百里空港事務所前

（現地見学会の申込先）

〒102－0074

東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎13階

国土交通省 東京航空局 空港部 管理課 業務係

電 話：03－5275－9317 （ダイヤルイン）

ＦＡＸ：03－3221－3687

７．募集要項に関する質問の受付及び回答

（１）質問の受付

① 受付期間

平成27年5月7日（木）～5月15日（金）

行政機関の休日を除く毎日10時から17時まで（必着）

② 提出方法

質問書（様式第２号）を持参又は郵送（書留などの受付確認のできる方法に限る。）により提出

すること。なお、質問者の特殊な技術、ノウハウ等に係り、質問者の権利、競争上の地位その他

正当な利益を害するおそれがある内容が含まれる場合は、その旨を明らかにすること。

③ 提出先

６．現地見学会の申込先と同じ

（２）質問への回答

① 回答方法

質問への回答は、質問内容と回答のみを、原則として当局のホームページの掲載により公表す

る。ただし、質問項目について、質問者の特殊な技術、ノウハウ等に係り、質問者の権利、競争

上の地位その他正当な利益を害するおそれがある内容が含まれ、その旨を明らかにされたもので、

当局がこれを認めた場合には、当該回答については、ホームページへの公表は行わず、ＦＡＸに
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て個別に回答を行う。

② 回答公表予定日

平成27年5月26日（火）

なお、応募書類の作成に当たって、早期に了知する必要があると判断される事項に関しては、回

答予定日以前に回答を公表することがある。

８．応募書類

（１）応募書類の作成

応募にあたり提出が必要な書類は以下のとおりである。ただし、地方公共団体にあっては⑥⑦⑧⑩⑪

⑫の書類の提出は不要である。また、全ての書類は別冊２「百里飛行場航空貨物取扱施設営業者提出書

類記載要領」にある留意事項及び作成要領に則り作成すること。

① 誓約書 （様式第３号）

② 自認書 （様式第４号）

③ 運営実績 （様式第５号）

④ グループ構成届 （様式第６号）※グループにて応募する場合のみ提出

⑤ 委任状 （様式第７号）※グループにて応募する場合のみ提出

⑥ 国有財産使用許可に係る誓約書 （様式第８号）

⑦ 定款もしくは寄付行為

⑧ 登記事項証明書

⑨ 直近３事業年度の貸借対照表及び損益計算書またはこれらに準ずるもの

⑩ 本事業の実施及び応募にあたっての総会もしくは役員会の決議書等の写しまたはこれらに準ずるも

の（グループにて応募する場合は、構成法人として参加する旨の決議書等の写しを含む）

⑪ 常勤役員の経歴書

⑫ 株主名簿またはこれらに準ずるもの

⑬ 事業方針 （様式第９号）

⑭ 事業実施体制 （様式第１０号）

⑮ 維持管理計画及び安全等の対策 （様式第１１号）

⑯ 空港関係者との連携及び環境対策（様式第１２号）

⑰ 資金調達計画 （様式第１３号）

⑱ 収支計画 （様式第１４号）

（２）応募受付期間

応募の受付は以下の期間とする。

平成27年6月8日（月）～6月16日（火）

行政機関の休日を除く毎日10時から17時まで（必着）

（３）応募書類提出方法

応募書類は、持参又は郵送（書留などの受付確認のできる方法に限る。）により提出すること。

なお、応募書類の提出後、辞退する場合は、速やかに辞退届（様式は任意）を提出すること。

（４）応募書類提出先

６．現地見学会の申込先に同じ

（５）応募に関する留意事項
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① 応募書類の取扱い

ア．提出された応募書類は、理由の如何を問わず返却しない。また、提出後の変更及び追加は認め

ない。ただし、当局が審査に必要と認める場合は、追加資料の提出を求める場合がある。

イ．著作権は応募者に帰属するものとし、応募書類は、営業者の選定以外には使用しない。

ただし、営業者として選定した場合の応募書類について、当局が必要と認める場合は、その

全部又は一部を無償で使用できるものとする。

ウ．応募書類の提出に当たって、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づ

いて保護される第三者の権利の対象となっている機器、維持管理方法等を使用した結果生じた

責任は、応募者が負うものとする。

エ．応募に関して使用する言語は日本語、単位は計量法（平成4年法律第51号）に定めるものとし、

通貨単位は円を使用すること。

オ．応募書類は、行政機関の保有する情報公開に関する法律に定める行政文書に該当する。

カ．当局は応募に係る費用（資料作成等を含む）その他本事業に要する一切の費用について、負担

しない。

② 提供資料の取扱い

当局が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用することを禁ずる。

また、この検討の範囲内であっても、当局の了承を得ることなく、第三者に対してこれを使用さ

せたり、又は内容を提示することを禁ずる。

③ 構成法人の変更

グループにて応募した場合、原則、構成法人の変更は認めない。ただし、当局が変更を認めた

場合はこの限りではない。

（６）応募者の公表について

応募者の法人名は、当局ホームページへの掲載により公表する。

９．選定手続き

（１）審査会の設置

当局に百里飛行場航空貨物取扱施設営業者選定審査会（以下、「審査会」という。）を設置し、審査を

行う。

審査会の開催は非公開とする。

（２）審査方法

９．（１）の審査会において、応募書類の審査を以下のとおり行う。

① 第１次審査（参加・資格要件に関する事項）

第１次審査において、応募書類をもとに参加・資格要件を満たしていることの確認、審査を行う。

② 第２次審査

第１次審査において参加・資格要件を満たしている応募については、応募書類をもとに、次表に

示す「評価基準」に沿って提案内容を評価し評価点（配点合計１００点）を付与し、評価点の総和

をもって総評価点とする。

なお、応募者が１者のみの場合、提案内容が問題ないかの確認を行う。

③ 第２次審査における評価項目の算定方法は、以下のとおりとする。

Ａ・・・全体的に優れた提案内容となっている又は特に高く評価すべき提案がなされている 配点×１．００

Ｂ・・・ＡとＣの中間 配点×０．７５
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Ｃ・・・一定の配慮や工夫がされており評価できるが、特に優れた提案はされていない 配点×０．５０

Ｄ・・・一定の配慮や工夫はみられない 配点×０．２５

E・・・別冊２「百里飛行場航空貨物取扱営業者提出書類記載要領」に則った記載がない 配点×０

※表 評価基準

評価項目 評価の着眼点 配点

事業方針 ･ 本事業を適切に実施できる計画を有する提案内容であるか ２０

（様式第9号）

事業実施体制 ･ 本事業を適切に運営できる体制等を有する提案内容である ２０

(様式第 10号) か

･ 空港の運営を妨げない提案内容であるか

維持管理計画及び安 ･ 施設等を適切に維持管理する提案内容であるか ２０

全等の対策

（様式第11号）

空港関係者との連携 ･ 空港関係者等との連携を考慮した提案内容であるか １０

及び環境対策 ･ 自然環境に配慮した提案内容であるか

（様式第12号）

資金調達計画 ･ 資金調達計画は、事業実施にあたり必要と想定される資金 １５

（様式第13号） を把握し、妥当な計画となっているか

収支計画 ･ 収支計画は、合理的な根拠にもとづき算定され、安定的で妥当な １５

（様式第14号） 計画となっているか

合 計 １００

（３）ヒアリングの実施

審査会は、必要に応じて応募書類に関するヒアリングを実施する場合がある。その場合の日程等は

別途、応募者に連絡する。

１０．営業者の選定

（１）選定方法

営業者の選定は、「９．営業者選定審査」の審査結果を踏まえて、東京航空局長（以下「局長」とい

う。）が営業者及び次点営業者を選定する。

営業者として選定された者が辞退した場合、または選定を取り消された場合は、改めて次点営業者

を営業者として選定する。

（２）営業者への条件

営業者の選定にあたっては、空港の管理・運営上又は空港利用者の利便性の向上のために必要と判
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断される事項について、条件を付することがある。

（３）営業者の公表

営業者の選定結果は、応募者全員に通知するとともに、次の事項については、当局ホームページへの

掲載その他の方法により公表する。

① 営業者の法人名、住所、法人の概要

② その他

（４）選定の取消し

次のいずれかに該当すると認められる場合は、営業者の選定を取り消す。

① 偽りその他不正な手段により選定された場合

② 応募資格を満たさなくなった場合

③ 所定の期日までに請書を提出しない場合又は辞退届を提出した場合

④ その他営業者として不適格と認められる事項が判明した場合

（５）選定後の手続き等

① 営業者は、選定結果の通知を受けた日から起算して7日（行政機関の休日を除く。）以内に、局長あ

て請書（様式第16号）を提出すること。

また、辞退する場合は、辞退届（様式第17号）を提出すること。

② 請書提出後においても、（４）選定の取消しに該当すると認められる場合は、選定を取り消す場合

がある。

１１．遵守すべき法令等

下記の関係法令に加え、応募内容の実施にあたり必要とされる関係法令等を遵守すること。

・航空法（昭和27年法律第231号）

・空港法（昭和31年4月20日法律第80号）

・関税法（昭和29年4月2日法律第61号）

・通関業法（昭和42年8月1日法律第122号）

・都市計画法（昭和43年法律第100号）

・建築基準法（昭和25年法律第201号）

・道路法（昭和27年法律第180号）

・道路交通法（昭和35年法律第105号）

・消防法（昭和23年法律第186号）

・国有財産法（昭和23年法律第735号）

・資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号）

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）

・労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）

・エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)

・空港管理規則（昭和27年運輸省令第44号）

・その他関係法令、条例等
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１２．事業に関する諸条件

営業者は、以下に示す諸条件を満たした上で応募書類を作成すること。

（１）本事業は通年営業とすること。

（２）貨物取扱施設等の設置については以下の条件を附する。

①国際航空貨物を取り扱うことのできる施設であること

②年間 400トン程度の貨物を取り扱える施設であること。
（３）募集要項別冊２、記載要領３（８）に指示する必要事項の記載をすること。

１３．本事業に関し留意すべき事項

（１）営業者は、本事業の実施にあたっては、次の事項について留意すること。

① 本事業の実施にあたっては、当局及び関係者との協議を十分に行うこと。

② 営業者は、使用面積の変更を行おうとする場合、当局と協議を行わなければならない。

③ 当該施設設置予定地は、制限区域内であるため営業者はフェンスの設置を含む航空保安対策につい

て当局と調整の上その指示に従うこと。

④ 国が行う施策（空の日事業、空港の利用促進、ユニバーサルデザインの推進等）及び空港法14条で

規定する協議会の協議結果等について、営業者として協力体制を整え積極的に対応すること。

⑤ ライフラインの接続が必要な場合は、営業者の責任と費用で行うこと。なおライフラインの整備・

維持管理にあたっては、営業者が関係者間と調整を行うこと。

⑥ 本事業に関する利用者等からの苦情等については、営業者の責任において、誠意をもって対応する

こと。

⑦ 空港内道路の渋滞対策、その他空港の管理・運営に関する事項について、当局が必要な措置を求め

る場合は、適切に対応すること。

⑧ 営業者は、本事業において、他の者に責任があると認められる場合を除き、一切の責任を有する。

⑨ 本要項については、必要に応じ内容の見直し又は変更を行う場合がある。

⑩ その他、本要項に定めのない事項については、当局と営業者との協議によってこれを処理する。

（２）空港法の手続き

本事業の実施にあたり、空港法第15条の規定に基づく申請を行い、空港機能施設事業を行う者とし

て指定を受けること。

（３）空港管理規則の手続き

事業実施に際しては、空管則に基づき営業者は以下の手続きを行うこと。

① 施設の設置承認申請

本事業に必要な施設等の設置する場合は、空管則第7条の規定に基づき施設の設置承認申請を行い、

当局の承認を受けること。

② 留意事項

・本事業以外の営業を行おうとする場合は、空管則等の規定に基づく申請を行い、当局の承認等を受け

る必要がある。

・空管則に基づく承認には、条件又は期限を付することがある。

・空管則第24条の規定に基づき営業者に対し、本事業の状況等について報告を求めることがある。

・空管則及び関係諸法令等の改正により、本要項に記載した事項を変更する場合がある。
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（４）国有財産の使用手続き

事業実施にあたっては、国有地等の使用にあたり、国有財産法及び関係法令等（以下、「国有財産法等」

という。）に基づき、営業者は以下の手続きを行うこと。

① 国有地等の使用許可申請

・施設等の設置工事及び本事業における国有地等の使用については、国有財産法等に基づき使用許可申

請を行い、当局の許可を受けること。

・使用許可期間は、国有財産法等に基づき当局が使用を許可する期間とする。

・国有地等の使用料は、使用面積等により変動するため、確定金額は営業者選定後、別途定める。

② 留意事項

・営業者は、国有地等を善良な管理者の注意をもって維持保存し、そのために通常必要とする修繕費

その他の経費は、営業者の負担とすること。

・営業者は、使用料について、当局が発行する納入告知書により納付期限までに納付すること。

・営業者は、本事業期間満了前の適切な時期に、本事業期間満了後の施設の取扱い及び運営等に関し

必要な事項について、当局と協議すること。

・国有地等の使用に関しては、国有財産法等の改正により、本要項に記載した事項を変更する場合があ

る。

○ 〒102－0074

東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎13階

国土交通省 東京航空局 空港部 管理課


